
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かみなか農楽舎※で１～２週間程度の農業の就業体験ができます。 

※「かみなか農楽舎」 

平成 13年 11月に地域住民、民間企業、若狭町が出資して設立 

した農業法人で、農業後継者を育成する『就農・定住研修事業』 

に取り組んでいる。 

農業の栽培技術の習得と農村生活を理解するため、かみなか農楽 

舎で最大２年間の長期研修（就農・定住研修事業）を受けること 

ができ、この研修期間中に、農業・農村の理解を深めながら地域 

との密接な関係を築いていきます。 

インターンシップ後、面接により受入れを決定させていただきます。 

福井県の指導のもと、就農時の作付計画、所得目標などを作成 

※独立経営を開始した場合、新規就農者育成総合

対策事業(経営開始資金)：165万円/年×３年間 

の活用可能 

※地元農業者と法人設立した場合、若狭町 

新規就農者農業法人等経営参画奨励金 

：96万/年×3年間の支援 

 



 

若狭町は、若狭湾国定公園の中心部にあって、国際的に重要な湿地を保全するラムサール

条約に登録された「三方五湖」、全国名水百選「瓜割の滝」、近畿一美しい川とされる１級河

川「北川」など水資源が豊富な町です。 

農業は、水稲（＋園芸）を基幹しているが、福井梅の発祥の地でもあり、ウメやナシなど

の果樹栽培も盛んです。 

・役  場  若狭町役場 

・研修機関  有限会社 かみなか農楽舎（若狭町農村総合公園内）など 

・指導機関  嶺南振興局農業経営支援部・二州農林部 

・出荷機関  福井県農業協同組合など 

 共同経営・経営継承を希望する認定農業者 

 雇用を求める農業法人・集落営農組織（任意、認定法人）など 

 ※かみなか農楽舎での長期研修期間中に、福井県などの関係機関の指導・協力により認定

農業者の方などとのマッチングを行い、就農・定住先を決定していきます。 

これまでの２５年間で２８名がこの若狭町で就農・定住しています。 

若狭町内の空き家 

わかさ住活ナビ 空き家情報バンク 

 

 ※若狭町空き家改修支援事業 

  ・空き家を改修した場合、改修費の 50％（上限 60万円）を補助 

 

  若狭町新規就農者支援住宅 

   新規就農者のための町営住宅（家賃 1.5万円/月、最長 2年間入居可能） 

   ※入居期間中に定住するための空き家などを探していきます。 

若狭町役場 農林水産課 

電話：0770-45-9102  FAX：0770-45-9119 

E-mail：sangyo@town.fukui-wakasa.lg.jp URL http://www.town.fukui-wakasa.lg.jp 

  若狭町は、福井県の南部(嶺南地方)

のほぼ中心に位置しています。 

2024 年に、北陸新幹線が開通し、 

東京～敦賀まで直通になり、3 時間

20分と首都圏からのアクセスがスム

ーズになりました。 

敦賀駅～若狭町 電車で 30～40 分。 

mailto:sangyo@town.fukui-wakasa.lg.jp

